
公
職
選
挙
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
七
年
六
月
十
五
日

参
議
院
政
治
倫
理
の
確
立
及
び

選
挙
制
度
に
関
す
る
特
別
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一
、
本
法
に
よ
り
新
た
に
有
権
者
と
な
る
若
年
層
に
お
い
て
、
民
主
主
義
の
根
幹
で
あ
る
選
挙
の
意
義
等
の
十
分
な
理
解
が
進

む
こ
と
が
本
法
施
行
の
前
提
と
も
な
る
べ
き
重
要
な
事
柄
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
主
権
者
教
育
及
び
若
者
の
政
治
参
加
意
識

の
促
進
に
向
け
た
諸
施
策
を
速
や
か
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
一
層
の
充
実
を
図
る
こ
と
。

二
、
選
挙
権
年
齢
の
引
下
げ
は
、
長
い
選
挙
制
度
の
歴
史
に
お
い
て
も
極
め
て
重
要
な
事
項
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
民
間
関
係

団
体
等
と
も
連
携
し
て
、
速
や
か
に
か
つ
幅
広
く
国
民
へ
の
周
知
啓
発
活
動
を
行
う
こ
と
。

三
、
選
挙
権
年
齢
引
下
げ
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
な
選
挙
管
理
委
員
会
の
諸
準
備
に
対
す
る
支
援
を
行
い
、
選
挙
の
円
滑
な

実
施
と
投
票
率
の
向
上
に
万
全
を
期
す
よ
う
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


